
資料９

埼玉県手話環境施策推進懇話会からの意見より

Ｎｏ
施策
番号

施策内容 担当課 参考

1 96

埼玉県手話言語条例の基本理念及び手話やろう者（盲ろう者、ろう重複
者を含む。以下○○まで同じ）に対する理解・啓発に努めるとともに、埼玉
県手話言語条例に基づき、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策
を推進するに当たって関係者と協議するため、埼玉県手話懇話会を設
置・運営します。

障害者福祉推進課

2 97

手話は言語であるという認識の下、手話通訳者の養成及び広域的な手話
通訳者の派遣、並びに盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び派遣に努
め、聴覚障害者や盲ろう者のコミュニケーション手段の確保、充実を図り
ます。また、市町村が行う手話通訳者の養成及び派遣の質の向上を図る
ため、市町村を支援します。

障害者福祉推進課

4 99

県ホームページ等のメディアを活用して手話を目にする機会を拡大すると
ともに、県民を対象とした、ろう者や手話に関する講演会や初心者向け手
話講習会、さらには手話による文化芸術活動の発表を行うキャンペーンを
実施し、県民の手話への関心と理解を深めます。

障害者福祉推進課

5 新
聴覚障害児に早期に適切な支援を行うため、聴覚障害児の保護者などに
手話・補聴器・人工内耳などに関する適切な情報を提供します。

障害者福祉推進課

6 101
公共施設などを円滑に利用できるように、県内自治体職員などを対象とし
た手話講習会を実施します。

障害者福祉推進課

7 106

手話言語条例の基本理念及び手話やろう者に対する理解・啓発のため指
導事例集や手話教材を作成します。また、各学校において、その実情に
応じて指導事例集などを活用して、手話言語条例の基本理念及び手話や
ろう者に対する理解・啓発に努めるとともに、交流を通じた相互理解につ
いて働きかけます。

義務教育指導課
特別支援教育課
高校教育指導課

9 新
避難所への手話通訳者・手話奉仕員の円滑な配置や遠隔手話サービス
の運用など、災害時におけるろう者の情報保障を確保するための取組を
行います。

障害者福祉推進課
災害対策課

8 新
大学の手話サークルなどを対象にろう者や手話通訳者との交流の場を提
供するなど、若い世代の手話通訳への関心を高めていくための取組を行
います。

障害者福祉推進課

10 新
聴覚障害者の情報保障のため、県が行う知事の記者会見に手話通訳を
配置します。

報道長

11 新
ＩＣＴによる遠隔手話サービスの導入などで視覚障害者の情報保障の拡充
を進めます。

障害者福祉推進課

第６期埼玉県障害者支援計画に盛り込む主な施策（案）
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